
 

男女共同参画社会の実現をめざして 
～ 男 女 共 同 参 画 推 進 の 取 組 み ～ 

 

佐賀市では、男女が互いに認め合い、支え合いながら、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共

同参画社会の実現をめざしています。 

平成２０年４月に施行しました「佐賀市男女共同参画を推進する条例」では基本理念に基づき推進する対象を「市」「市民」「事業者」

「自治組織等」「教育に携わる者」とし、それぞれの役割を定めています。 

事業者の役割として ①事業活動において男女が対等に参画できるように配慮すること ②男女が仕事と家庭生活等における活動

とを両立して行うことができるように配慮すること を掲げています。 

 事業者には男女共同参画の視点に立った働き方の意識改革や雇用形態の多様化に対応できる条件整備が望まれています。 

特に、多様な立場の個人が、それぞれの希望に応じて仕事と家庭生活、地域活動等をバランスよく両立させるためには「ワーク・ライ

フ・バランス」（仕事と家庭の調和）に配慮した取組みが求められています。 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
  

例えば… 

◆子育て・介護支援 
 妊娠期間中も必要に応じて休暇が取得できる 

 普段から産前・産後の休暇について周知している 

 希望に応じて育児休業・介護休業が取得できる 

 配偶者が出産したとき、配偶者出産休暇が取得できる 

 時差出勤、フレックスタイムによる勤務ができる 

 残業などの所定外労働を制限することができる 

 育児や介護に関する経済的支援を行っている 

 保育所・学校行事等への参加を奨励している 

 子どものケガや病気などのとき、看護休暇が取得できる 

 時間単位での有給休暇が取得できる 

 職場復帰しやすくするため、育児・介護休業中の社内情報

等を提供している 

 本人の希望があれば、配置転換や就業形態の変更などを行

っている 

◆働きやすい職場づくり 
 セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントの正

しい知識や防止策について情報提供している 

 職場環境の改善について、従業員の要望や意見を受け入れ

る体制がある 

 業務改善に取り組んでいる 

 仕事と家庭の両立に役立つ情報の周知や提供を行い、制度

を利用しやすい職場づくりに取り組んでいる 

 長時間労働を是正し、定時退社を促進している 

 女性が結婚や出産後も働き続けられる職場づくりに取り

組んでいる 

 性別ではなく、社員の能力や適正にあった人事配置を行っ

ている 

 昇任、昇格は、性別ではなく、社員それぞれの能力に応じ

て行っている 

 女性管理職の登用を進めている 

 育児・介護休業等を利用したことが、昇任、 

昇格の妨げにならないように配慮している 

 自己啓発のための休暇がある 

事業活動において男女が対等に参画する機会

の確保に努めること 

男女が仕事と家庭生活等における活動を両立し

て行うことができるように配慮すること 

例えば… 

◆女性労働者の能力発揮を促進するための取り組み 
 企業の方針として、積極的取り組み 

（ポジティブ・アクション）を行っている。 

 男女同等の研修の機会を設定している。 

 「採用の拡大」「職域拡大」「管理職登用」 

に取り組んでいる。 

男女が安心して子どもを産み育て、家族として責任を果たす

ことができる社会を形成していくことは重要です。 

特に男性が家庭生活に積極的に参加することができるような

環境整備を進めること。また、働き方の見直しを大幅に進め、

育児・介護休業を取得しやすく職場復帰しやすい環境の整備、

及び育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整

備を進めましょう。 

男女雇用機会均等法に基づき、男女の均等な機会と待遇の確

保を図ることは事業活動において重要です。また、事業所にお

けるポジティブ・アクションの施策等を積極的に促進しましょ

う。 

ワーク・ライフ・バランスとは・・・ 

仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活

動について、自らが希望するバランスで展開できる状態です。 

３つのポイント 

① 男性も女性も、あらゆる世代の人のためのもの 

② 人生の段階に応じて自らの「バランス」を決められるもの 

③ 「仕事の充実」と「仕事以外の生活の充実」の好循環をも

たらす 

様々な活動を自ら 

希望するバランスで展開 

地域生活 自己啓発 

仕 事 

家庭生活 健康・休養 

ワーク・ライフ・バランスが実現した姿 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）

の考え方 

なぜ、今ワーク・ライフ・バランスが必要か？ 

少子高齢化・人口減少時代を迎え、これまでの働き方では、

個人、企業・組織、社会全体が持続可能でなくなる。 
 

個々の企業・組織では、人材獲得競争が激化する 

⇒多様な人材を活かし競争力を強化するために必要 
そのためには 

・従業員の人生の段階（若年層、子育て層、介護層、高齢層）

に応じたニーズへの対応  ・意欲や満足度の向上 

・心身の健康の維持  ・女性の活用   が重要になる。 

事 業 者 の 役 割 

ワーク・ライフ・バランスは経営戦略の重要な柱：「明日への投資」 

中小企業にとっては特に大きな意義がある 裏面に、「男女共同参画推進協賛申込み」を掲載しています。 



男女共同参画推進の協賛事業所募集 
 

佐賀市では男女共同参画社会の実現をめざし、佐賀市と共に男女共同参画の推進に積極的に

取り組んでいただく事業所を募集しています。事業所が男女共同参画の推進に取り組むメリッ

トとして、従業員の定着、優秀な人材の確保、従業員の満足度や仕事への意欲向上、従業員の

心身の健康の保持増進、事業所のイメージアップなどにつながります。 

応募いただいた事業所は、男女共同参画推進協賛事業所として「市のホームページへの掲載」「男女共同参画イベント

のポスター、チラシへの掲載」などを行ってまいります。 

以下の「男女共同参画推進協賛申込み」に必要事項等をご記入のうえ、男女共同参画課まで郵送又は FAX、Ｅ-mail にて

申込みください。受付は随時行っています。＊下記取組内容の該当する項目に○をつけてください。 
 

男女共同参画社会の実現をめざして 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
 

 

 

 
 

 
 

事業所名 
 

所在地 
（〒   －     ） 

佐賀市 

代表者氏名 
 

担当者氏名 
（部署名：           職名：            ） 

連絡先 電話  ＦＡＸ  

従業員数   人【男性  人、女性  人】うち管理職  人(男性  人、女性  人) 

佐賀市役所ホームページ「協賛事業所紹介」で、

貴事業所ホームページにリンクさせる。 （ＨＰアドレス：                    ） 

研修会、講演会等のお知らせをメールで 

ご案内します。               ※任意 
（メールアドレス：                        ） 

 

 

取 

組 

内 

容 

●仕事と家庭生活等との両立支援 

１．安心して子どもを産むことができる環境の整備をしている。 

２．育児休業・介護休業制度を設けている。 

３．勤務時間の選択など柔軟な働き方を促進している。 
（時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務など） 

４．育児や介護に関する経済的支援を行っている。 
（育児・介護手当の支給、保育料・介護サービス等の補助など） 

５．育児休業・介護休業取得者の職場復帰を支援している。 

６．家庭生活や地域活動がしやすい環境の整備をしている。 
（家族の病気などの看護休暇の取得、子どもの行事・地域活動等への参加の奨励など） 

●働きやすい職場づくり 

１．男女とも働きやすい職場環境づくりや業務改善に取り組んでいる。 

２．セクシュアル・ハラスメントの正しい認識や防止に取り組んでいる。 

３．長時間労働の是正に取り組んでいる。 
（残業の削減、ノー残業デーの実施、休暇取得の促進、連続休暇取得の促進など） 

４．女性の能力活用について取り組んでいる。 
（男女同等の研修機会の設定、採用の拡大、職域拡大、管理職登用など） 

５．男女とも働きやすい職場にするための人事管理での配慮をしている。 
（育児・介護休業等を利用したことが、昇任・昇格の妨げにならないなど） 

６．男女ともに能力開発やキャリア・アップができるような支援をしている。 

・独自の取組（取り組み内容を記入してください） 
 

男 女 共 同 参 画 推 進 協 賛 申 込 み 

問合せ先：佐賀市 政策推進部 男女共同参画課 

〒840-8501 佐賀市栄町１番 1号 

ＴＥＬ／40-7014  ＦＡＸ／29-2095 Ｅ-mail／danjo@city.saga.lg.jp 

佐賀市 男女共同参画課 宛  

ＦＡＸ：29-2095（送信票不要） 

Ｒ1.07～ 


